
コープいしかわ相談支援事業所 

〒920-0068 

石川県金沢市戸板2丁目73番地 

（グループホーム戸板1階） 

ＴＥＬ 076-222-6150 

      ＦＡＸ 076-222-6152 

営業日時 月～金(祝日営業)  8：30～17：30 

(但し 12/29～1/3は休み) 

ご案内 

コープいしかわは 

障がいのある人が自分らしく暮らすための 

お手伝いをしています 

金沢市指定特定・一般相談支援事業 

(指定番号1730104492) 

金沢市指定障害児相談支援事業 

(指定番号1770102513) 

若宮大橋 出雲町 

戸板小学校前 出雲町北 

桜田町 
示野中町 

イオン 

金沢示野 
カジマート

戸板小学校

コープいしかわ相談支援事業所 

（グループホーム戸板 1 階） 

犀 川 

相談支援事業所 



【 相談支援事業所とは 】

障がいのある人や児童が、自立した日常生活、または社会生活を

営むことができるよう、以下のような相談支援事業を行います。 

< 事業内容 > 

・基本相談…日常生活で困っていることの相談や、各種障害福祉サービス

の利用案内など、様々な相談をお受けし、必要な情報を提供

します。 

・計画相談…障がいのある人の抱える課題の解決や適切なサービス利用に

向けて「サービス等利用計画(障害児支援利用計画)」を作成

します。 

・地域移行支援、地域定着支援 

     …地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院

にあたって支援を必要とする方に対し、地域移行に向けた支

援を行います。 

      地域定着支援は、地域生活を継続して頂くための支援を行う

ものです。 

【 利用できる方 】

金沢市・白山市・野々市市にお住まいの身体障がい者、知的障がい

者、精神障がい者、難病等対象者、障がい児(児童福祉法に定める障

がい児)の方 

    ※上記の地域以外の方はご相談下さい。 

【 費用について 】

無料です。ご相談や計画作成にかかる費用の自己負担金は必要あり

ません。

【 サービス利用までの流れ 】

① 相談 相談支援事業所では、障害福祉サービスについての様々な相

談をお受けします。 

② 支給申請 障害福祉サービス利用を希望される方は、市の窓口で利用

申請が必要です。希望される方には申請のお手伝いをさせ

ていただきます。 

③ 認定調査 支給申請後、心身の状況に関する調査を行います。日程な

どについては、市から連絡がきます。 

④ 計画案の作成 原則として相談支援専門員が家庭訪問をして生活状況を把

握させていただいたうえで進めていきます。ご本人・保護者

の意向を聞き取り、話し合いをしながら決めていきます。 

⑤ 支給決定 市が障害福祉サービスの種類・支給量を決定します。支給決

定を受けると受給者証が交付されます。 

⑥ 計画作成 支給決定の内容に沿って、相談支援事業所が計画案を修正し、

「サービス等利用計画」の作成を行います。 

⑦ サービス利用 計画に沿った障害福祉サービスを利用していただきます。

その後は設定したモニタリング時期に相談支援事業所がサ

ービスの利用状況を確認し、必要に応じて計画の見直しを行

います。 

【 コープいしかわケアセンター金沢 】
○コープいしかわでは、居宅介護（ホームヘルパー）、移動支援（ガ 

イドヘルパー）の提供も行っています。 

お問い合わせ先 ０７６－２９２－３３９０ 



【 相談支援専門員の役割 】 

専門的な研修を受けた相談支援専門員を配置し、以下のような支援

を行っています。 

●困ったことや心配なことがあった場合に、電話やメール、面談によ 

る一般的な相談、情報提供などを行います。お気軽にご相談下さい。 

●障がい福祉サービスの申請など各種手続きの支援を行います。必要 

に応じて、手続きの代行や、市役所などへの同行も行います。 

●サービス等利用計画（障害児支援利用計画）の作成と見直しを行い 

ます。 

※サービス等利用計画とは、ご本人（とご家族）が、どんな生活を望むか、 

そのために何をしていくか、どんなサービスを利用するかなどを記した 

計画です。障がい福祉サービスを利用するには、この計画が必要になり

ます。 

●ニーズに応じたサービス、事業所・施設の紹介、見学同行などを行 

います。 

※相談支援専門員は、公平中立な立場です。特定の事業所・施設だけの利 

用を勧めたり、肩入れすることはありません。 

●定期的な状況把握（ご本人・ご家族、事業所・施設）を行います。 

問題や変化があれば、計画の修正や新たなサービスの調整などの対 

応をします。 

●長期間施設や病院で生活していた人が、地域で生活するための支援 

を行います。 

●利用する事業所・施設、医療機関、行政機関などが上手く連携でき 

るよう、コーディネートします。 

●利用する事業所・施設に問題がある場合には、改善を求めます。改 

善されない場合には、別の事業所・施設の紹介なども行います。 

●自立支援協議会などを通じて、行政や地域とともに新たな社会資源 

の開発や環境改善に努めていきます。 

【 相談支援体制 】 

●コープいしかわ相談支援事業所では、相談支援専門員1名（常 

勤・兼務）を配置しています。 

●コープいしかわ相談支援事業所では、行動障がいのある知的障がい 

者や精神障がい者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、 

定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支 

援専門員を事業所に配置しています。 

研 修：平成30年度石川県強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 

（平成30年9月10日・11日・10月12日） 

  修了者：山中 慎介 

●コープいしかわ相談支援事業所では、 精神科病院等に入院する者及 

び地域において単身生活等をする精神障がい者に対して、地域移行 

支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等 

を実施するために、定められた研修を修了し、専門的な知識及び支 

援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置しています。 

研 修：①平成30年度精神保健福祉医療担当者研修会 

     （精神障害者支援の障害特性と支援方法を学ぶ研修） 

（平成30年6月20日・7月4日） 

       ②平成30年度相談支援従事者専門コース別研修「精神障害者支援」 

      （平成31年 3月18日・19日） 

   修了者：山中 慎介 

【 ケアマネジャーとの連携 】 

●コープいしかわ相談支援事業所は、居宅介護支援事業所を併設し、 

ケアマネジャー（介護支援専門員）を配置しています。ご本人やご 

家族に、介護保険のサービスが必要になった場合、相談支援専門員 

とケアマネジャーが連携して、手続きや調整を行うことも可能です。 


